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〔別紙〕納入書

TEL：0 1 8 7 - 8 4 - 4 9 0 2



　　　納税者の町県民税を納めやすくするため、1 年間に納めなければならない税額を月々に分けて、毎月給与から差引きして納入して

　　　いただくものです。

　　　退職所得に係る町県民税については、退職手当を支払う時に差引いて、納入申告書の表面及び裏面に所要事項を記載の上、納

　　　入していただくものです。

　　　給与および退職手当等を支払う際に所得税の源泉徴収をしている事務所、事業所について、地方税法並びに美郷町税条例によ

　　　って指定された事務所、事業所をいいます。

　　　特別徴収によって町県民税を徴収される方は、令和６年中（1月～12月）に給与の支払いを受け、現在も給与の支払いを受けてい

　　　る方です。

　　　同封した「令和７年度町民税・県民税特別徴収税額の通知書」をそれぞれ切り離して、本人に交付してください。

　　　退職、その他によって交付できないものは早急に理由を付してお返しください。

　　　今年度については、令和７年６月から令和８年５月までの給与支払日に特別徴収義務者宛の通知書により月割額を差引いてくだ

　　　さい。年税額が 5,800 円以下の納税者については、第 1 回（６月分）で全額納入していただくよう計算しております。
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　　　給与から差引いた月割額および退職所得に係る所得割額は、翌月の 10日までに次ページ記載の金融機関に納入してください。

　　　徴収月割額は納入金額欄の “ 給与分 ” の欄に、退職所得にかかる所得割額は納入金額欄の “ 退職所得分 ” の欄にそれぞれ記

　　　載してください。

　　　納税者が異動等（転勤、退職、休職、死亡等）した場合は、異動等のあった月（月割徴収が出来なくなった月）の翌月10日までに必

　　　ず「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。また、新たに特別徴収を希望する納税者がいる場合は、「特別徴

　　　収追加依頼書」を提出してください。

　　　なお、給与支払報告書提出後に給与所得者が退職等をされ、新年度から特別徴収ができなくなった場合は、異動年月日等を記入

　　　し、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

　　　各種異動届出書は、しおりに付属しているものを使用するほか、町ホームページからダウンロードすることもできます。

　　　また、eLTAX（エルタックス）を利用したインターネット上での提出も可能です。詳細は各ホームページをご覧ください。

　　　異動、誤り、追徴等により税額が変更された場合は、「税額変更通知書」を送付しますので、その都度、特別徴収簿及び納入書を訂

　　　正のうえ、変更された月割額を徴収してください。

　　　税額通知の受取方法（紙・電子）の変更を希望する場合、｢特別徴収税額通知受取方法変更届出書｣を提出してください。なお、年

　　　度途中の変更は、提出の時期により直近の通知書に反映できない場合がありますのでご了承ください。

10.  税額通知の受取方法変更について
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　　　①美郷町指定金融機関　北都銀行　美郷支店

　　　②納入場所

　　　　・美郷町役場　各出張所

　　　　・北都銀行、秋田銀行、羽後信用金庫、秋田おばこ農業協同組合、秋田ふるさと農業協同組合の各本店・支店、郵便局

　　　　　（ゆうちょ銀行）

　　　給与の支払いを受ける方が常時 10 人未満である特別徴収義務者は、町長の承認によって、毎月徴収した税額を年２回で済ませる

　　　ことができます。

　　　①納入のしかた
　　　　6月から11月までの特別徴収税額　……………………　12月10日まで納入

　　　　12月から翌年 5月までの特別徴収税額　………………　翌年の６月10日まで納入

　　　②申請について
　　　　申請書に必要事項を記入のうえご提出ください。申請書は、町ホームページからダウンロードできます。

　　　　（既に納期の特例の承認を受けている事業所は、引き続き特例が適用になります。）

　　　③申請が却下になるとき
　　　　⑴給与の支払いを受ける方が、常時１０人未満であると認められないとき

　　　　⑵現在町税の滞納があり、その滞納分の徴収が町において著しく困難であると判断されたとき

　　　　⑶この申請の日前１年以内において町税の滞納等により納期の特例の取消の通知を受けている場合

　　　※納期の特例が適用になっている事業所で、給与の支払いを受ける方が常時１０人未満でなくなったときは、特例が取消になりま

　　　　すので届出書をご提出ください。
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税 務 LAN 入　力

特別徴収税額通知受取方法変更届出書特別徴収税額通知受取方法変更届出書

特別徴収税額通知書の受取方法について次のとおり変更を希望します。特別徴収税額通知書の受取方法について次のとおり変更を希望します。

提 出

（宛先）　　 美 郷 町 長

(氏　　名)

(住　　所)

法 人 番 号

e LTA X
利用者ID

担当者
連 絡 先

係

事　　項 変　更　前　（旧）　 ※ 変更項目のみ記入してください。 変　更　後　（新） 　※ 変更項目のみ記入してください。

フリガナ

特別徴収
義務者用

納税義務者用

通知先e-Mail

受
取
方
法

電子データ　　　　　　　　　書面

電子データ　　　　　　　　　書面

電子データ　　　　　　　　　書面

電子データ　　　　　　　　　書面

※0(ゼロ)とO（オー）、1（イチ）とｌ（エル）、-（ハイフン）と_（アンダーバー）など区別しにくい文字にはフリガナも
記入してください。

※0(ゼロ)とO（オー）、1（イチ）とｌ（エル）、-（ハイフン）と_（アンダーバー）など区別しにくい文字にはフリガナも
記入してください。

【注意事項】
１　この届出書は令和６年度以降各年度において、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法や通知先メールアドレスの変更を希望する場合に、
　　届出書を郵送または住民税課窓口へ提出してください。
２　年度途中の変更は、提出の時期により直近の通知書に反映できない場合がありますのでご了承ください。
３　納税義務者用（従業員等本人用）について、従業員ごとに異なる受取方法を選択することはできません。
４　郵送で給与支払報告書を提出した事業所につきましては、受取方法を｢電子データ｣に変更する場合、各年度３月末まで本届出書を提出していただく必要がございますのでご了承
　　ください。

【提出先】
〒019-1541
美郷町土崎字上野乙170-10
美郷町役場税務課住民税班　住民税担当
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